
今回の研修会開催にあたって 

甲府市地域保険課のガイドラインに沿って実施致します。 

 

1  基本的な考え方 

 ・地域における新型コロナウイルス感染症の最新情報を確認した上で、開催の可否等につ

いては慎重に判断するため、場合によっては延期、中止する場合がある事をご理解願い

ます。 

 

2 環境整備について 

 ・開催前、終了時に１０分間、研修中は３０分毎に５分間、２方向以上の窓や入り口を開

け換気します。 

 ・施設の注意事項を守ると共に、使用するテーブル等は使用前後に消毒を行います。 

 ・人との間隔はできるだけ２ｍ（マスク着用時は１ｍ）以上あけ、スクール形式で行いま

す。 

 ・参加人数は定員の半分程度として開催致します。 

 

3 参加者の体調管理について 

 ・運営者及び参加者は２週間前からの体調不良や当日の発熱（平熱より１度以上高い場合

又は３７，５度以上）咳、咽頭痛、倦怠感、頭痛、喀痰、血痰、下痢、味覚障害、嗅覚

障害等の症状がある場合は参加しない事。当日は入場の際に検温をさせて頂きます。 

 ・研修会終了後 7 日以内に上記症状が認められ、新型コロナウイルス感染症の診断がさ

れた場合や保健所、医師から連絡するよう指示をされた場合は主催者に申し出てくだ

さい。 

  ・参加者名簿を作成し保管致します。当日は常に連絡がとれる連絡先を記入して頂きま

す。 

 ・当日はマスクの着用と手指消毒にご協力をお願い致します。 

 

４ その他 

 ・マスク着用での研修会となるため、熱中症には十分注意し、マスクを外しての水分補給

など各自で配慮して行って下さい。 

 ・研修中に体調不良となった場合は無理をせず主催者側にお申し出ください。 

 ・開催前後や休憩時間など、参加者同士の交流は控えるようにしてください。 

 ・研修会は二部構成となっております。受付や一部、二部入れ替わりの時は速やかな移動

にご協力をお願い致します。 
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